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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材フィルムの少なくとも一方の面上に、当該透明基材フィルム側から二以上の透
明層を連続的に順に形成する機能性フィルムの製造方法であって、
前記二以上の透明層の少なくとも一つの透明層を、微粒子を含む組成物を用い形成する工
程、当該透明層以外の透明層を、前記微粒子を含む透明層の塗工領域の少なくとも端部を
除く内側の領域に配置するように形成する工程を含み、前記二以上の透明層の最表面が隆
起した部位を有し、当該部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）が、
０．５～５．０ｎｍであり、前記端部が隆起した部位を有し、当該部位の算術平均粗さＲ
ａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）が、８．０ｎｍ以上である、ことを特徴とする機能
性フィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記端部の幅が、１～５０ｍｍである、請求項１に記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記微粒子を含む透明層が、前記透明基材フィルム側から少なくとも２層目以降に形成
される、請求項１又は２に記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項４】
　前記微粒子を含む透明層が、前記二以上の透明層の最表面の透明層の直前に形成される
、請求項１～３のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項５】
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　前記端部が隆起した部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）が、８
．０～２０．０ｎｍである、請求項１～４のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法
。
【請求項６】
　前記微粒子の平均粒子径が、前記透明基材フィルムから最も離れた、微粒子を含む透明
層の厚みと該透明層より透明基材フィルムとは反対側に存在する透明層の厚みとの和をｔ
（ｎｍ）とした場合、ｔの値に対して０．５～３．０（倍）である、請求項１～５のいず
れかに記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項７】
　前記微粒子が、無機系粒子又は有機系粒子である、請求項１～６のいずれかに記載の機
能性フィルムの製造方法．
【請求項８】
　前記無機系粒子が、シリカ系粒子又はアルミナ系粒子である、請求項７に記載の機能性
フィルムの製造方法。
【請求項９】
　前記有機系粒子が、（メタ）アクリル重合体又はスチレン重合体である、請求項７に記
載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項１０】
　前記二以上の透明層のうち、少なくとも一組の互いに接する層の屈折率が異なる、請求
項１～９のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項１１】
　前記二以上の透明層が、それぞれ厚み１００ｎｍ以下である、請求項１０に記載の機能
性フィルムの製造方法。
【請求項１２】
　前記厚み１００ｎｍ以下である二以上の透明層が、相互で光学干渉機能を有する、請求
項１１に記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項１３】
　前記基材フィルムと第１層目の透明層との間に、さらにプライマー層を形成する工程を
有する、請求項１～１２のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項１４】
　前記二以上の透明層が前記透明基材フィルム側から順に、屈折率が１．５０～１．６０
、厚みが０．５～１０μｍの範囲にあるハードコート層、前記微粒子を含みかつ屈折率が
１．６０～１．７５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び屈折率が１
．４０～１．５５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある低屈折率層を前記透明基材フィ
ルム側からこの順に形成してなる、請求項１～１３のいずれかに記載の機能性フィルムの
製造方法。
【請求項１５】
　前記低屈折率層の上に、さらに透明導電層を形成し、当該透明導電層の屈折率が１．９
～３．０、厚みが１５～３５ｎｍの範囲にある、請求項１４に記載の機能性フィルムの製
造方法。
【請求項１６】
　前記透明導電層の形成を樹脂組成物コーティング法、物理蒸着法又は化学蒸着法により
行う、請求項１５に記載の機能性フィルムの製造方法。
【請求項１７】
　透明基材フィルム上に二以上の透明層を有し、当該二以上の透明層の少なくとも一つの
透明層が微粒子を含み、当該透明層以外の透明層が、前記微粒子を含む透明層の領域の少
なくとも端部を除く内側の領域に配置し、前記二以上の透明層の最表面が隆起した部位を
有し、当該部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）が、０．５～５．
０ｎｍであり、前記端部が隆起した部位を有し、当該部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　
Ｂ０６０１－１９９４）が、８．０ｎｍ以上である、ことを特徴とする機能性フィルム。
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【請求項１８】
　前記二以上の透明層が、前記透明基材フィルム側から順に、屈折率が１．５０～１．６
０、厚みが０．５～１０μｍの範囲にあるハードコート層、前記微粒子を含みかつ屈折率
が１．６０～１．７５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び屈折率が
１．４０～１．５５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある低屈折率層からなる、請求項
１７に記載の機能性フィルム。
【請求項１９】
　前記低屈折率層の上に、さらに透明導電層を有し、当該透明導電層の屈折率が１．７～
３．０、厚みが１５～３５ｎｍの範囲にある、請求項１８に記載の機能性フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能性フィルムの製造方法及び機能性フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タブレット型ＰＣならびにスマートフォンに代表される双方向の通信機能を備え
、かつ情報表示ならびに情報入力用の透明タッチパネルを搭載したモバイル型の情報端末
機器が、日本ばかりでなく世界で広く普及しはじめてきた。前記透明タッチパネルとして
は、コスト的に優れた抵抗膜方式があるが、マルチタッチなどのジェスチャー操作、透過
率向上による表示デバイスの画質維持が可能である等の点で、前記情報端末機器の爆発的
な普及もトリガーとなり、静電容量方式のタッチパネル、特に、投影型静電容量方式のタ
ッチパネルの需要が拡大してきている。
【０００３】
　前記タッチパネルの基本構造としては、透明なプラスチックのパネル基材上に片面又は
両面にＩＴＯ（酸化インジウムスズ）等からなる透明導電層が積層された構成となってお
り、通常、液晶表示デバイス、有機ＥＬ表示デバイス等の前面に配置される。
　また、前記タッチパネルには、パネル基材が、長期の連続の使用においてダメージを受
けても動作、視覚に支障が生じない程度の機械的強度、及びタッチパネル全体の光透過率
の向上及び透明導電層のパターンの不可視化のための反射防止機能が必要とされ、通常、
前記パネル基材として、光透過性基材上にハードコート層及び反射防止層を有する光学積
層体が用いられている。
【０００４】
　上記のハードコート層を含む光学積層体の製造では、ロール状に巻かれた光透過基材の
一方の面上に、通常、第１層目となるハードコート層が、塗工、乾燥、硬化の順になる工
程により形成され、一時的に他のローラーに巻き取られ、次に第２層目となる反射防止層
等の光学機能層が、前記ローラーに巻き取られたロールの前記ハードコート層上に、前記
工程と同様に塗工、乾燥、硬化の順になる工程により形成され、他のローラーに巻き取ら
れる。さらに、続く第３層目以降の他の反射防止層等の光学機能層の形成についても、同
様の工程で行われ、光学積層体が製造されている。前述した逐次塗工による光学積層体の
製造では、製造時にパネル基材間での貼り付きや転写等のブロッキング現象が発生するた
め、前記光透過基材上の第１層目の層に、球状シリカ等の微粒子を含有させることにより
滑り性を付与することによりブロッキング現象の発生を抑制している。（特許文献１参照
。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２５０６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、上記のように光透過基材上の第１層目の層に微粒子を含有させた場合、
前述したような逐次塗工による従来の製造方法では、第２層目以降の層を積層することに
伴う光学積層体のトータルの厚みの増加により、該微粒子由来の光学積層体最表面の隆起
が小さくなるため、耐ブロッキング性及び滑り性の付与効果が著しく減少し、十分な改善
に至っていなかった。また、これらの耐ブロッキング性及び滑り性を改善するために、第
１層目に添加する微粒子の粒子径を大きくしたり、微粒子の添加量を増やすことで、光学
積層体表面の凹凸を大きくすることが考えられるものの、この場合には、最表面の外観が
悪化することで、透過率の低下やざらつき感の発生を含め視認性が低下し、さらには、後
工程における透明導電膜形成の際に、光学積層体表面の物理的な凹凸により、該透明導電
膜に直接ダメージが加わり、結果的に透明導電膜の膜特性の低下（クラック等の欠点の発
生による機械的特性の低下、拡散性やざらつきの発生等による光学的特性の低下、及び機
械的損傷、結晶性の低下による表面抵抗率増大等の電気特性の低下）に繋がってしまうと
いう問題があった。
　また、上記のような従来の製造方法では、光学積層体を１層ずつ、パネル基材をローラ
ーから給排して逐次、順に形成することにより複数の層を製造していたため、生産性が低
いことはもとより、複数回のロールの巻き出し及び巻き取りによる静電気等に誘発される
ゴミの噛み込み等による品質の低下及び歩留まりの低下により製造コストが上昇してしま
うという問題があった。
　さらに、従来の製造方法では、ロールの偏心や装置の経時的もしくは一時的な給排動作
不良等により、ロールの機能性フィルム面にアンバランスな圧力がかかり（特に、端部の
面には強い圧力がかかる）、例えば、前記微粒子が端部を含め面内に均一に含有されてい
たとしても、パネル基材間のローカルな領域に貼り付きが発生するという問題があった。
　さらにまた、ロール状に巻かれた光透過基材を構成するフィルム（層）の端部に微粒子
が存在しない場合、あるいは存在していても、微粒子の大きさ又は数等により、耐ブロッ
キング性及び滑り性の効果が不十分である場合には、上述したような種々の品質低下に繋
がるため、歩留まりが低下してしまうというおそれもあった。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑み、生産性が高く、かつ機能性フィルム間のブロッキングの
発生を防止した品質の高い機能性フィルムの製造方法及び機能性フィルムを提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討した結果、透明基材フィルム上に、当
該透明基材フィルム側から、二以上の透明層を連続的に順に形成し、前記二以上の透明層
の少なくとも一つの透明層を、微粒子を含む組成物を用い、当該透明層以外の透明層に対
する位置関係を特定して形成することにより、生産性が高く、かつ滑り性付与によるブロ
ッキングが防止された品質の高い機能性フィルムが製造できることを見出し、本発明を完
成させた。
　本発明の要旨は、以下のとおりである。
（１）透明基材フィルムの少なくとも一方の面上に、当該透明基材フィルム側から二以上
の透明層を連続的に順に形成する機能性フィルムの製造方法であって、前記二以上の透明
層の少なくとも一つの透明層を、微粒子を含む組成物を用い形成する工程、当該透明層以
外の透明層を、前記微粒子を含む透明層の塗工領域の少なくとも端部を除く内側の領域に
配置するように形成する工程を含むことを特徴とする機能性フィルムの製造方法。
（２）前記端部の幅が、１～５０ｍｍである、上記（１）に記載の機能性フィルムの製造
方法。
（３）前記微粒子を含む透明層が、前記透明基材フィルム側から少なくとも２層目以降に
形成される、上記（１）又は（２）に記載の機能性フィルムの製造方法。
（４）前記微粒子を含む透明層が、前記二以上の透明層の最表面の透明層の直前に形成さ
れる、上記（１）～（３）のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
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（５）前記端部が隆起した部位を有し、当該部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０
１－１９９４）が、２．０～２０．０ｎｍである、上記（１）～（４）のいずれかに記載
の機能性フィルムの製造方法。
（６）前記二以上の透明層の最表面が隆起した部位を有し、当該部位の算術平均粗さＲａ
が、０．５～５．０ｎｍである、上記（１）～（５）のいずれかに記載の機能性フィルム
の製造方法。
（７）前記端部の隆起した部位の算術平均粗さＲａが、前記二以上の透明層の最表面が隆
起した部位の算術平均粗さＲａよりも大きい、上記（６）に記載の機能性フィルムの製造
方法。
（８）前記微粒子の平均粒子径が、前記透明基材フィルムから最も離れた、微粒子を含む
透明層の厚みと該透明層より透明基材フィルムとは反対側に存在する透明層の厚みとの和
をｔ（ｎｍ）とした場合、ｔの値に対して０．５～３．０（倍）である、上記（１）～（
７）のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
（９）前記微粒子が、無機系粒子又は有機系粒子である、上記（１）～（８）のいずれか
に記載の機能性フィルムの製造方法．
（１０）前記無機系粒子が、シリカ系粒子又はアルミナ系粒子である、上記（９）に記載
の機能性フィルムの製造方法。
（１１）前記有機系粒子が、（メタ）アクリル重合体又はスチレン重合体である、上記（
９）に記載の機能性フィルムの製造方法。
（１２）前記二以上の透明層のうち、少なくとも一組の互いに接する層の屈折率が異なる
、上記（１）～（１１）のいずれかに記載の機能性フィルムの製造方法。
（１３）前記二以上の透明層が、それぞれ厚み１００ｎｍ以下である、上記（１２）に記
載の機能性フィルムの製造方法。
（１４）前記膜厚１００ｎｍ以下である二以上の透明層が、相互で光学干渉機能を有する
、上記（１３）に記載の機能性フィルムの製造方法。
（１５）前記基材フィルムと第１層目の透明層との間に、さらにプライマー層を形成する
工程を有する、上記（１）～（１４）に記載の機能性フィルムの製造方法。
（１６）前記二以上の透明層が前記透明基材フィルム側から順に、屈折率が１．５０～１
．６０、厚みが０．５～１０μｍの範囲にあるハードコート層、前記微粒子を含みかつ屈
折率が１．６０～１．７５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び屈折
率が１．４０～１．５５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある低屈折率層を前記透明基
材フィルム側からこの順に形成してなる、上記（１）～（１５）のいずれかに記載の機能
性フィルムの製造方法。
（１７）前記低屈折率層の上に、さらに透明導電層を形成し、当該透明導電層の屈折率が
１．９～３．０、厚みが１５～３５ｎｍの範囲にある、上記（１６）に記載の機能性フィ
ルムの製造方法。
（１８）前記透明導電層の形成を樹脂組成物コーティング法、物理蒸着法又は化学蒸着法
により行う、上記（１７）に記載の機能性フィルムの製造方法。
（１９）透明基材フィルム上に二以上の透明層を有し、当該二以上の透明層の少なくとも
一つの透明層が微粒子を含み、当該透明層以外の透明層が、前記微粒子を含む透明層の領
域の少なくとも端部を除く内側の領域に配置していることを特徴とする機能性フィルム。
（２０）前記二以上の透明層が、前記透明基材フィルム側から順に、屈折率が１．５０～
１．６０、厚みが０．５～１０μｍの範囲にあるハードコート層、前記微粒子を含みかつ
屈折率が１．６０～１．７５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び屈
折率が１．４０～１．５５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある低屈折率層からなる、
上記（１９）に記載の機能性フィルム。
（２１）前記低屈折率層の上に、さらに透明導電層を有し、当該透明導電層の屈折率が１
．７～３．０、厚みが１５～３５ｎｍの範囲にある、上記（２０）に記載の機能性フィル
ム。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、生産性が高く、かつパネル基材間のブロッキングの発生を防止した品
質の高い機能性フィルムの製造方法及び機能性フィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の製造方法により製造される機能性フィルムの一例を示す断面図である。
【図２】本発明の製造方法により製造される機能性フィルムの他の一例を示す断面図であ
る。
【図３】本発明の製造に用いた多色インライン型塗膜形成装置の一例を示す模式図である
。
【図４】本発明の実施例における、端部及び端部以外の表面に隆起した部位の断面の一例
を示す模式図であり、（ａ）が微粒子を含む高屈折率透明層の端部表面、（ｂ）が端部以
外の、微粒子を含まない透明層（低屈折率透明層）の表面、に隆起した部位の断面の模式
図である。
【図５】本発明の実施例の機能性フィルムがロール状に巻き取られた状態及び透明基材フ
ィルム上の二以上の透明層の塗工領域の一例（第２層目の透明層に微粒子が含有）を示す
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の機能性フィルムの製造方法は、透明基材フィルムの少なくとも一方の面上に、
当該透明基材フィルム側から二以上の透明層を連続的に順に形成する機能性フィルムの製
造方法であって、前記二以上の透明層の少なくとも一つの透明層を、微粒子を含む組成物
を用い形成する工程、当該透明層以外の透明層を、前記微粒子を含む透明層の塗工領域の
少なくとも端部を除く内側の領域に配置するように形成する工程を含むことを特徴とする
製造方法である。
　本発明の機能性フィルムは、以下に述べるように、透明基材フィルムの片面のみで構成
されていてもよく、両面で構成されていてもよい。
【００１２】
　図１は、本発明の製造方法により製造される機能性フィルムの一例を示す断面図である
。この機能性フィルム１０は、透明基材フィルム１の上に、プライマー層２、ハードコー
ト層３、透明層４、透明層５、及び透明導電層６が順に積層されている。同様に、図２は
、本発明の製造方法により製造される機能性フィルムの他の一例を示す断面図であり、機
能性フィルム２０は、透明基材フィルム１の両面に、プライマー層２ａ、２ｂ、ハードコ
ート層３ａ、３ｂ、透明層４ａ、４ｂ、透明層５ａ、５ｂ、及び透明導電層６ａ、６ｂが
積層されている。
【００１３】
〈機能性フィルム形成工程〉
　透明基材フィルム上に二以上の透明層を連続的に順に形成する工程である。
給排紙用ローラーを有する、複数の連接した塗工装置を備えた多色インライン型塗膜形成
装置（以下、多色式連続塗工機と称することがある。）を用い、当該装置の給紙用ローラ
ーに巻かれた透明基材フィルムを前記複数の連接した塗工装置に供給し、当該透明基材フ
ィルム上に、当該透明基材フィルム側から二以上の透明層を連続して順に形成すると同時
に、形成した二以上の透明層を排紙用ローラーに巻き取ることにより、機能性フィルムを
形成させる工程である。
　当該光機能性フィルム形成工程は、後述する第１層目の透明層形成工程１、第２層目の
透明層形成工程２、第３層目の透明層形成工程３、及び第４層目以降の透明層形成工程を
含む。
　なお、多色インライン方式で透明層を連続的に形成することで、給排紙用ローラーを有
する単一の塗工装置を用いた逐次型塗膜形成装置（以下、一色式塗工機と称することがあ
る。）を用い形成するのに比べ、塗膜形成後の放置時間がほとんどなく、大気雰囲気中に
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おける塗膜表面の濡れ性の低下がないため、層間の密着性が向上する。
【００１４】
　図３は、本発明の製造方法に用いた多色インライン型塗膜形成装置の一例を示す模式図
である。当該多色インライン型塗膜形成装置３０は、ロールツーロール方式の塗工装置（
以下１基からなる塗工装置はユニットと記載することがある。）であり、張力を付与しな
がら帯状の透明基材フィルム１上に、所定の塗膜を連続的に順に形成する装置である。ま
た、多色インライン型塗膜形成装置３０は、図３中に示すように、第１のユニット３１ａ
、第２のユニット３１ｂ及び第３のユニット３１ｃからなり、第１のユニット３１ａには
巻き出しローラー３２を含め、塗工部３３ａ、乾燥部３４ａ、硬化部３５ａが、第２のユ
ニット３１ｂには塗工部３３ｂ、乾燥部３４ｂ、硬化部３５ｂが、第３のユニット３１ｃ
には巻き取りローラー３６を含め、塗工部３３ａ、乾燥部３４ａ、硬化部３５ａを備えて
いる。
【００１５】
　本発明に用いる多色インライン型塗膜形成装置としては、仕様等含め特に制限されない
が、例えば、第１のユニットを構成する塗工部においては、塗膜を形成する塗工用コータ
ー、また乾燥部においては、塗膜を乾燥する乾燥機、さらに硬化部においては、塗膜を硬
化する硬化機からなり、前記ユニットを複数ユニット、順に備えるものが挙げられる。前
記のようなユニットを使用すれば、層数の異なる多品種の製品の製造を行う場合でも、透
明層の増減等に柔軟な対応が容易に行えるため好ましい。
　塗工用コーターとしては、ロールコーター、バーコーター、グラビアコーター、ディッ
プコ－ター、ナイフコ－ター等の各種塗工機が挙げられる。
　乾燥機としては、加熱炉、真空加熱炉、赤外線ランプヒーター等が挙げられ、熱風の対
向、巡向、サイドあるいは塗面に直接吹き付ける乾燥方法がとられる。
　硬化機としては、紫外線硬化の場合には、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カ
ーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ、ＬＥＤランプ等が挙げられる。
また、電子線により硬化する場合は、電子線加速器等が挙げられる。
【００１６】
　前記二以上の透明層は、特に制限されないが、例えば、ハードコート層の場合、耐摩耗
性、耐擦傷性等を含め機械的特性を向上させるために形成する。また、光機能層の場合は
、例えば、二以上の透明層が、前記二以上の透明層のうち、少なくとも一組の互いに接す
る層の屈折率が異なるように形成し、好ましくは、前記二以上の透明層のそれぞれの厚み
を１００ｎｍ以下とし、相互で光学干渉機能を有する反射防止層として光学特性を向上あ
るいは制御するために形成する。
　前記ハードコート層と前記光機能層を組み合わせてもよいし、さらに透明導電層を組み
合わせてもよい。
　その他、二以上の透明としては、ハードコート層、反射防止層、ニュートンリング防止
層の組み合わせ、帯電防止層、ハードコート層、反射防止層の組み合わせ等が挙げられる
。
【００１７】
（１）透明層形成工程１
　透明層形成工程１は、透明基材フィルム上に第１層目の透明層を形成する工程である。
図３においては、第１のユニット３１ａで、巻き出しローラー３２で透明基材フィルムを
送り出し、塗工部３３ａで塗工し、続く乾燥部３４ａで乾燥させ、さらに続く硬化部３５
ａで硬化させることにより、前記第１層目の透明層が形成される。
【００１８】
　本発明に用いる透明基材フィルムは、特に制限されないが、高い透明性、平滑性、耐熱
性を備えるとともに、機械的強度にも優れた樹脂からなることが好ましい。例えば、ポリ
エステル系樹脂、アセテート系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ
イミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂
、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリ
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アリレート系樹脂等が挙げられる。これらの中で、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネー
ト系樹脂、ポリオレフィン系樹脂が好ましく、ポリエステル系樹脂の中でも、耐熱性の観
点からポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートが特に好ましい。
　透明基材フィルムの厚さは、１００～３００μｍであることが好ましく、２５～２５０
μｍであることがさらに好ましく、５０～２００μｍであることが特に好ましい。透明基
材フィルムの厚さがこの範囲内であれば、支持体として機械的強度を確保した上で、積層
するフィルムの薄膜化が容易であり、また透明基材フィルムにカールやシワが生じにくく
なる。
【００１９】
　透明基材フィルムは、あらかじめ易接着処理を施してもよい。具体的には、透明基材フ
ィルムはプラズマ処理、コロナ放電処理、遠紫外線照射処理、下引き易接着層の形成等の
易接着処理が施されたものを用いることが好ましい。
【００２０】
　本発明に用いる二以上の透明層のうち、第１層目の透明層の実施形態として、ハードコ
ート層を形成することが挙げられる。当該ハードコート層は、機能性フィルムとして、屈
折率の値を考慮する必要があるが、耐摩耗性、耐擦傷性等を含め機械的特性を向上させる
ことができるため好ましく用いられる。
　また、前記ハードコート層は、高い透明性を有するものが好ましく、紫外線又は電子線
により硬化する樹脂である電離放射線硬化性樹脂が用いられる。
【００２１】
　電離放射線硬化性樹脂としては、例えば、一つ又は二つ以上の不飽和結合を有するアク
リレート系化合物を挙げることができる。一つの不飽和結合を有する化合物としては、例
えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）アクリレート、スチレン、
メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン等を挙げられる。また、二つ以上の不飽和結合を
有する化合物としては、例えば、ポリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ヘ
キサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）
アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサン
ジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート等の
多官能化合物、及び、これらの多官能化合物と（メタ）アクリレート等との反応生成物（
例えば、多価アルコールのポリ（メタ）アクリレートエステル）、等を挙げることができ
る。なお、本明細書において、（メタ）アクリレートは、メタクリレート及びアクリレー
トを意味するものである。
【００２２】
　前記化合物のほかに、不飽和二重結合を有する比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポ
リエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ポリブタジエン樹脂等も
前記電離放射線硬化性樹脂として使用することができる。
【００２３】
　電離放射線硬化性樹脂等の調製に用いる溶剤としては、例えば、メタノール、エタノー
ル、ｎ－プロパノール、又はエチレングリコール等のアルコール類、アセトン、又はメチ
ルエチルケトン等のケトン類、トルエン、又はキシレン等の芳香族炭化水素、メチルセロ
ソルブ、エチルセロソルブ、カルビトール、又はプロピレングリコールモノエチルエーテ
ル等のグリコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテート等の酢酸
エステル等を適宜使用することができる。
【００２４】
　本発明に用いる光重合開始剤としては、特に限定されないが、例えば、アセトフェノン
類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、α－アミノキシムエステル、
テトラメチルチウラムモノサルファイド、チオキサントン類等が挙げられる。
　前記光重合開始剤の含有量は特に限定されないが、電離放射線硬化性樹脂組成物中の含
有量は１～１０質量％が好ましく、３～７質量％がさらに好ましい。
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【００２５】
　ハードコート層は前記電離放射線硬化性樹脂組成物を用い前述した方法で、塗膜を形成
し、乾燥させた後、塗膜を硬化させることにより形成することができる。塗布後の乾燥条
件は、特に限定されないが、通常４０～１００℃で２０～１２０秒間行うとよい。前記塗
膜を硬化させる方法は、特に限定されず、公知の方法であればよい。電離放射線を照射す
る方法としては、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク、メタルハラ
イドランプなどから発せられる１００ｎｍ～４００ｎｍ、好ましくは２００ｎｍ～４００
ｎｍの波長領域の紫外線を照射する、又は走査型やカーテン型の電子線加速器から発せら
れる１００ｎｍ以下の波長領域の電子線を照射することにより行うことができる
【００２６】
　ハードコート層の厚みは、０．５～１０μｍであることが好ましく、１～７μｍである
ことがさらに好ましい。前記範囲であると、光学特性が維持され、硬度が充分とれ、製造
工程において、ロール等への巻き取りが容易であり、さらにコスト的にも安くできるため
好ましい。
　なお、ハードコート層の厚みは、断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ）等で観察するこ
とにより得られた値である。
【００２７】
（プライマー層）
　ハードコート層との密着性の向上を主目的として、ハードコート層を形成する前に、前
記透明基材フィルム上にプライマー層を形成しておいてもよい。また、このプライマー層
を透明基材とハードコート層のそれぞれの屈折率の中間の屈折率とすることで、干渉縞の
発生を抑制することができる。
【００２８】
　プライマー層を構成する樹脂組成物としては、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、
ウレタン系樹脂等を挙げることができる。プライマー層の厚みは、十分な密着性と低干渉
性を得る観点から、３０～２００ｎｍが好ましく、５０～１５０ｎｍがさらに好ましい。
【００２９】
（２）透明層形成工程２
　透明層形成工程２は、透明層形成工程１で得られた前記第１層目の透明層上に、連続し
て第２のユニット３１ｂで、第２層目の透明層を形成する工程である。図３においては、
前記第２のユニット３１ｂにおいて、塗工部３３ｂで塗工し、続く乾燥部３４ｂで乾燥さ
せ、さらに続く硬化部３５ｂで硬化させることにより、第２層目の透明層が形成される。
【００３０】
　第２層目の透明層の実施形態として、高屈折率層を形成する場合は、ゾルゲル法により
高屈折率層を材料単体から形成する手法、又はバインダー樹脂に高屈折率粒子を含有させ
た組成物から形成する手法がある。
　前記手法において、ゾルゲル法に用いる材料としては、金属アルコキシドが挙げられ、
該金属アルコキシドを加水分解並びに縮合重合することにより高屈折率層を形成させる。
金属アルコキシドとしては、機械的強度や安定性、透明導電層や基材等との密着性に優れ
ている観点から、チタニウムアルコキシド、ジルコニウムアルコキシド又はアルコキシシ
ランが挙げられる。これらのなかでも、ジルコニウムアルコキシドが、屈折率の観点から
好ましく用いられる。
　バインダー樹脂としては、電離放射線硬化性樹脂又は熱硬化性樹脂が挙げられる。
電離放射線硬化性樹脂としては、ポリオールアクリレート、ポリエステルアクリレート、
ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート等を原料とする多官能ポリアクリレート系
電離放射線硬化性樹脂が挙げられる。これら原料のなかでも、ポリオールアクリレートや
ウレタンアクリレートが、柔軟性や硬度の観点から好ましく用いられる。
　熱硬化型樹脂としては、メラミン系熱硬化性樹脂、フェノキシ系熱硬化性樹脂、エポキ
シ系熱硬化性樹脂が挙げられる。
【００３１】
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　高屈折率粒子として、金属酸化物からなる、例えば、Ｂｉ2Ｏ3、Ｉｎ2Ｏ3、Ｌａ2Ｏ3、
Ｓｂ2Ｏ5、ＳｎＯ2、ＴｉＯ2、ＺｎＯ、ＺｒＯ2が挙げられ、屈折率調整の観点からＺｒ
Ｏ2が好ましく用いられる。
　前記高屈折率粒子の１次粒子径は５～２０ｎｍであるものを用いる。上記範囲であれば
、塗膜が白化することなく良好な光学干渉層を形成することができる。なお、添加量は、
所望の屈折率に合わせ、適宜調整する。
【００３２】
　なお、必要に応じて、前述した高屈折率材料の中から所望の屈折率を有する材料を選び
、物理蒸着法又は化学蒸着法により低屈折率層を形成してもよい。
【００３３】
（３）透明層形成工程３
　透明層形成工程２で得られた前記第２層目の透明層上に、連続して第３のユニット３１
ｃで、第３層目の透明層を形成する工程である。図３においては、前記第３のユニット３
１ｃにおいて、塗工部３３ｃで塗工し、続く乾燥部３４ｃで乾燥させ、さらに続く硬化部
３５ｃで硬化させることにより、第３層目の透明層が形成される。
　なお、図３においては、前記第３層目の透明層が形成された後、巻き取りローラー３６
に巻き取られた態様で塗膜形成が完了する。
【００３４】
　第３層目の透明層の実施形態として、低屈折率層を形成する場合は、前記２層目の透明
層の実施形態と同様、ゾルゲル法により低屈折率層を材料単体から形成する手法、又はバ
インダー樹脂に低屈折率粒子を含有させた組成物から形成する手法がある。
　前記手法において、ゾルゲル法に用いる材料としては、金属アルコキシドが挙げられ、
該金属アルコキシドを加水分解並びに縮合重合することにより低屈折率層を形成させる。
金属アルコキシドとしては、機械的強度や安定性、透明導電層や基材等との密着性に優れ
ている観点から、チタニウムアルコキシド、ジルコニウムアルコキシド又はアルコキシシ
ランが挙げられ、屈折率の観点からアルコキシシランが好ましく用いられる。また、電離
放射線硬化性樹脂としては、ポリオールアクリレート、ポリエステルアクリレート、ウレ
タンアクリレート、エポキシアクリレート等を原料とする多官能ポリアクリレート系電離
放射線硬化性樹脂が挙げられる。これら原料のなかでも、ポリオールアクリレートやウレ
タンアクリレートが、柔軟性や硬度の観点から好ましく用いられる。熱硬化型樹脂として
は、メラミン系熱硬化性樹脂、フェノキシ系熱硬化性樹脂、エポキシ系熱硬化性樹脂が挙
げられる。
【００３５】
　低屈折率粒子としては、金属フッ化物からなるＭｇＦ2、ＬｉＦ、又はＳｉＯ2が挙げら
れ、屈折率や安定性の観点からＳｉＯ2が好ましく用いられる。
　前記低屈折率粒子の１次粒子径は５～２０ｎｍであるものを用いる。上記範囲であれば
、塗膜が白化することなく良好な光学干渉層を形成することができる。
なお、添加量は、所望の屈折率に合わせ、適宜調整する。
【００３６】
　なお、必要に応じて、前述した低屈折率材料の中から所望の屈折率を有する材料を選び
、物理蒸着法又は化学蒸着法により低屈折率層を形成してもよい。
【００３７】
　本発明の第４層目以降の透明層を形成する工程となる透明層形成工程４以降については
、当該第４層目以降の透明層の仕様に対応したユニット（図示しないが）を用い、塗工、
乾燥、硬化の順に処理されることにより、第４層目以降の透明層が形成される。
　なお、最終層となる最上層の透明層は、当該透明層が形成された後、ローラーに巻き取
られ、透明層形成工程が完了する。
【００３８】
　本発明においては、前記透明層の最表面上に、さらに、透明導電層を形成してもよい。
（４）透明導電層形成工程
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　透明導電層形成工程は、前記透明層の最表面上に、透明導電層を形成する工程である。
図１においては、透明層５上に透明導電層６を形成する工程である。前記透明層４を高屈
折率層、前記透明層５を低屈折率層とした場合、該低屈折率層に接して透明導電層６を設
ける。
【００３９】
　透明導電層の形成方法としては、スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等
の物理蒸着法、又は化学蒸着法、その他印刷法、塗工法等種々あるが、光学特性、電気特
性の観点から物理蒸着法、化学蒸着法が好ましい。
【００４０】
　本発明で用いる透明導電層としては、特に制限されないが、インジウムスズ酸化物であ
るＩＴＯ膜、酸化亜鉛と酸化インジウムからなるＩＺＯ膜、アンチモン又はフッ素等を含
む酸化スズ膜等が挙げられる。
　本発明で用いる透明導電層としては、結晶質の酸化インジウムよりなる膜がより好まし
い。特に、結晶質のインジウム酸化物からなる層が好ましく、さらに、酸化スズが含まれ
る結晶質のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）は透明性、導電性がともに優れ、好ましく用
いられる。得られた前記透明導電層の表面抵抗率は１００～２００Ω／□、厚みは１５～
３５ｎｍである。厚み及び表面抵抗率が前記範囲であれば、高い光透過率と優れた表面抵
抗率が得られ、かつそれらの経時的な安定性が確保できる。
【００４１】
　前記結晶性のインジウム酸化物からなる層には、透明性向上、表面抵抗値の制御等を目
的として、酸化スズ、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化ジルコニウム、酸
化亜鉛等の金属酸化物を１種又は２種以上添加することができる。
【００４２】
　前記、結晶性のインジウムスズ酸化物膜は、例えば、図１において透明層５まで積層し
た積層体をスパッタ装置に入れ、真空下で、成膜時に同時に熱処理を施すことにより得ら
れる。この時の前記透明導電層の熱処理は、通常５０～１７０℃、１～６０分間、施され
る。前記範囲であれば、高い光透過率と優れた表面抵抗率が得られ、かつそれらの経時的
な安定性が確保できる。また、製造工程が増えることになるが、成膜後にのみ熱処理を施
すことでも、前記透明導電層を得ることができる。
【００４３】
　前記透明導電層の成膜後に、さらにパターニングをしてもよい。パターニングは公知の
方法であれば、特に制限されない。特に、微細なパターンを形成する場合は、フォトリソ
法が用いられる。
【００４４】
（微粒子）
　本発明に用いる二以上の透明層の少なくとも一つの透明層を形成するのに用いる組成物
には、微粒子が含まれる。当該微粒子が透明層内に保持されることにより、当該透明層の
端部はもとより、次いで順に積層される他の複数の透明層の表面に微粒子の形状に応じて
隆起した部位が生成する。
　微粒子の形態は、特に制限されず、一次粒子であっても、凝集体の形態であってもよく
、それらが任意の割合で混在していてもよい。
【００４５】
　前記微粒子の形状に応じて隆起した部位により、巻き取り（ロール）状態での機能性フ
ィルムのブロッキングを防止する効果を有する滑り性を付与することができる。また、端
部の段差もブロッキング防止効果を促す役割を担っているものと推測される。
【００４６】
　前記微粒子は、無機系粒子又は有機系粒子であることが好ましく、いずれを併用しても
よい。
　無機系粒子としては、シリカ系粒子又はアルミナ系粒子からなることが好ましい。なか
でも、分散安定性の観点からシリカ系粒子がより好ましい。前記シリカ系粒子としては、
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コロイダルシリカ等が挙げられる。前記シリカ粒子の市販品としては、例えば、ＣＩＫナ
ノテック社製ＳＩＲＭＩＢＫ１５ＷＴ％－Ｅ０３、ＳＩＲＭＩＢＫ１５ＷＴ％－Ｅ６５、
ＳＩＲＭＩＢＫ１５ＷＴ％－Ｅ６８、ＳＩＲＭＩＢＫ１５ＷＴ％－Ｈ８４等が挙げられる
。なお、シリカ粒子、アルミナ粒子は、単独で使用してもよく、併用してもよい。
　また、有機系粒子としては、スチレンビーズ（屈折率１．５９）、メラミンビーズ（屈
折率１．５７）、アクリルビーズ（屈折率１．４９）、アクリル－スチレンビーズ（屈折
率１．５４）、ポリカーボネートビーズ、ポリエチレンビーズ等が挙げられる。含有され
る層に必要な屈折率によって、適宜選択されるが、これらの中で、光透過性、耐湿熱性、
耐光性の観点から、アクリルビーズが好ましい。なお、これらの粒子は、単独で使用して
もよく、併用してもよい。
【００４７】
　前記微粒子の平均粒子径としては、少なくとも微粒子を含む透明層に隆起部位を形成さ
せる大きさが必要である。前記微粒子の平均粒子径は、透明基材フィルムから最も離れた
、微粒子を含む透明層の厚みと該透明層より透明基材フィルムとは反対側に存在する透明
層の厚みとの和をｔ（ｎｍ）とした場合、ｔの値に対して０．５～３．０（倍）であるこ
とが好ましく、さらに好ましくは０．８～２．０（倍）である。この範囲であれば、耐ブ
ロッキング性及び滑り性が発現し、光学特性を維持できるため好ましい。
　なお、本発明において微粒子の平均粒子径は、対象となる透明層を有する光機能性フィ
ルムの断面を透過型電子顕微鏡で２０万倍にて撮像した画面において、無作為に１０個の
シリカ粒子を抽出し、各々の粒子径を算出した後、その数平均値を平均粒子径とする。各
粒子の粒子径は、粒子の断面において、最も長い径と最も短い径との平均値とする。
【００４８】
　上記滑り性を付与する微粒子の、透明層用樹脂組成物中の含有量が、バインダー樹脂固
形分１００質量部に対して０．０５～１０質量部であることが好ましく、０．１～５質量
部がより好ましい。微粒子がこの範囲にあれば、耐ブロッキング性及び滑り性が発現する
とともに、光学特性が確保され、製造コストの増大を抑制することができる。
【００４９】
（透明層の塗工幅と位置関係及び微粒子による隆起）
　本発明に用いる二以上の透明層は、本発明に用いたユニットの塗工部の塗工用コーター
の塗工条件を適宜調整することにより、所定の位置に、所望の塗工幅を有する透明層とし
て形成することができる。また、前記二以上の透明層の少なくとも一つの層に、当該透明
層の膜厚より大きな粒子径を持つ微粒子を含ませることにより、当該透明層の端部はもと
より、当該透明層の上に配置される透明層の表面の部位を隆起させることができる。
【００５０】
　本発明では、微粒子を含む少なくとも一つの透明層の塗工領域の、少なくとも端部を除
く内側の領域に、当該透明層以外の透明層を配置するように形成する。
　図５は、後述する実施例の機能性フィルムがロール状に巻き取られた状態及び透明基材
フィルム上の二以上の透明層の塗工領域の一例（第２層目の透明層に微粒子が含有；第１
層目と第３層目の塗工幅は同一としてしていない）を示す模式図である。
　図５において、第１層目の透明層４３、第３層目の透明層４５には微粒子は含んでおら
ず、第２層目の透明層４４に微粒子が含まれている。また、塗工幅の大きさは、微粒子を
含む第２層目の透明層４４が一番大きく、第３層目の透明層４５、第１層目の透明層４３
の順に小さくなっている。
　また、端部の幅は、微粒子を含む透明層のうち、両端部が一番外側の領域に配置される
ものと、当該透明層以外の透明層の中で、当該透明層に最近接する端部を有する透明層と
でなる領域における、両端部間の距離として定義する。図５においては、端部の幅は、第
３層目の透明層４５と微粒子を含む第２層目の透明層４４とが重ならない領域の両端部間
の距離となる。つまり、４６ａ、４６ｂが端部となる。また、４６ｃが端部以外となる。
【００５１】
　前記端部の一端の幅が、１～５０ｍｍであることが好ましく、さらに好ましくは５～１
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５ｍｍである。端部の幅が上記範囲にあれば、滑り性による耐ブロッキング効果が確保で
きる。これは、端部の表面のＲｓｋ（ＪＩＳ　Ｂ０６３３－２００１：粗さ曲線のスキュ
ーネス）が小さくならないことによるものと推測される。
【００５２】
　前記微粒子を含む透明層は、前記透明基材フィルム側から少なくとも２層目以降に形成
されることが好ましく、二以上の透明層の最表面の透明層の直前に形成されることがさら
に好ましい。微粒子を含む透明層が上記のような位置に配置されると、少量の微粒子の添
加で滑り性を付与することが可能になり、滑り性によるブロッキング防止効果が発現され
ることにより品質が安定し、かつ歩留まり向上に繋がるため好ましい。
　なお、一色式塗工機では、滑り性の付与のため、１層目に微粒子を含ませることが必須
となるのに対し、本発明に用いた多色式連続塗工機ではその制限がない。
【００５３】
　前記端部が隆起した部位の算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）（測定
範囲：０．１２ｍｍ×０．１２ｍｍ）が、前記二以上の透明層の最表面が隆起した部位の
算術平均粗さＲａよりも大きいことが好ましい。また。算術平均粗さＲａは、２．０～２
０．０ｎｍであることが好ましく、５．０～１６．０ｎｍがより好ましく、さらに好まし
くは８．０～１２．０ｎｍである。算術平均粗さＲａが、上記の範囲であれば、滑り性が
フィルム面の端部でより強く発現するため、本発明に用いたロールツーロール方式による
製造方法においては、貼り付き防止の観点からより好ましい。
【００５４】
　端部以外の表面の隆起した部位の算術平均粗さＲａ（測定範囲：５μｍ×５μｍ）が、
０．５～５．０ｎｍであることが好ましく、０．５～４．０ｎｍがより好ましく、さらに
好ましくは０．５～３．０ｎｍである。この範囲であれば、光学特性が維持されるため好
ましい。
【００５５】
　前記二以上の透明層は、屈折率が１．５０～１．６０、厚みが０．５～１０μｍの範囲
にあるハードコート層、前記微粒子を含み屈折率が１．６０～１．７５、厚みが１０～１
００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び屈折率が１．４０～１．５５、厚みが１０～１０
０ｎｍの範囲にある低屈折率層を前記透明基材フィルム側からこの順形成させることが好
ましい。
【００５６】
　さらに、前記低屈折率層の上に、透明導電層を形成した場合、当該透明導電層の屈　折
率が１．７～３．０、厚みが１５～３５ｎｍの範囲にあることが好ましい。
【００５７】
［機能性フィルム］
　本発明の機能性フィルムは、透明基材フィルム上に二以上の透明層を有し、当該二以上
の透明層の少なくとも一つの透明層が微粒子を含み、当該透明層以外の透明層が、前記微
粒子を含む透明層の領域の少なくとも端部を除く内側の領域に配置していることを特徴と
する機能性フィルムである。
【００５８】
　前記二以上の透明層が、好ましくは、前記透明基材フィルム側から順に、屈折率が１．
５０～１．６０、厚みが０．５～１０μｍの範囲にあるハードコート層、前記微粒子を含
み屈折率が１．６０～１．７５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある高屈折率層、及び
屈折率が１．４０～１．５５、厚みが１０～１００ｎｍの範囲にある低屈折率層からなる
。
　前記低屈折率層の上に、さらに透明導電層がなり、好ましくは、当該透明導電層の屈折
率が１．７～３．０、厚みが１５～３５ｎｍである。
【実施例】
【００５９】
　次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、この例によって何
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ら限定されるものではない。なお、文中、「部」又は「％」とあるのは特に断りのない限
り、質量基準である。
【００６０】
　実施例及び比較例で得られた機能性フィルムについて、下記の項目を評価した。
（表面形状）
　非接触表面形状測定機（Ｚｙｇｏ社製、商品名Ｎｅｗ　Ｖｉｅｗ　６３００）で測定し
た表面形状のデータを元に、ＪＩＳ　Ｂ０６０１：１９９４に準じて、機能性フィルムを
構成する高屈折率層及び低屈折率層の表面形状（Ｒａ）を算出した。測定範囲は０．１２
ｍｍ×０．１２ｍｍとし、１０箇所の測定値の平均値をＲａとした。
【００６１】
（耐ブロッキング性）
　実施例及び比較例で得られた機能性フィルムを、少なくとも両端部を含むように５０ｍ
ｍ×５０ｍｍの大きさに２枚分カットした。カットした２枚の機能性フィルムの最表面（
低屈折率層側）同士を対向するようにして重ね合わせ、圧力５．０ｋｇｆ／ｃｍ2、５０
℃の条件で３０時間密着させた後、以下の基準で評価した。
○：貼り付きなし
×：貼り付きあり
【００６２】
（実施例１）
　３台のユニットを有する多色式連続塗工機用い、巻き出しロールから透明基材フィルム
（東洋紡績株式会社製、商品名：Ａ４３００、厚み：１００μｍ、ロール幅：１４５０ｍ
ｍ、両面にプライマ－層あり）を第１のユニットの塗工部に送り出し、まず、下記ハード
コート層用組成物（１）を塗工し、乾燥部で温度７０℃、６０秒間乾燥し、塗膜中の溶剤
を蒸発させ、硬化部で紫外線を積算光量が１５０ｍＪ／ｃｍ2になるように照射して塗膜
を硬化させることにより、ハードコート層（厚み：２．０μｍ、塗工幅：１４３０ｍｍ）
を形成した。続いて、前記ハードコート層を形成した面に、連接する第２のユニットの塗
工部で、下記微粒子を含む透明層（高屈折率層）用組成物（２）を、他の透明層の塗工領
域が当該微粒子を含む層の少なくとも端部を除く内側の領域に配置されるように塗工し（
端部の幅：５ｍｍ）、乾燥部で温度７０℃、６０秒間乾燥させた後、硬化部で紫外線を積
算光量が１５０ｍＪ／ｃｍ2になるように照射して塗膜を硬化させることにより、透明層
（厚み：５０ｎｍ、塗工幅：１４４０ｍｍ）を形成（プライマー層を除き第２層目と称す
る）し、連接する第３のユニットの塗工部で、下記透明層（低屈折率層）用組成物（３）
を塗工し、乾燥部で温度７０℃、６０秒間乾燥し、塗膜中の溶剤を蒸発させ、硬化部で紫
外線を積算光量が１５０ｍＪ／ｃｍ2になるように照射して塗膜を硬化させることにより
、透明層（厚み：３０ｎｍ、塗工幅：１４３０ｍｍ）を形成（プライマー層を除き第３層
目と称する）し、連続成膜した機能性フィルムとし、それらを巻き取ることにより機能性
フィルムからなる巻き取りロールとした。端部及び端部以外の表面のＲａ（測定範囲：０
．１２ｍｍ×０．１２ｍｍ）、また、貼り付き防止性についての評価結果を表１に示す。
　図４は、本発明の実施例における、端部及び端部以外の表面に隆起した部位の断面の一
例を示す模式図であり、（ａ）が微粒子を含む高屈折率透明層の端部表面、（ｂ）が端部
以外の、微粒子を含まない透明層（低屈折率透明層）の表面、に隆起した部位の断面の模
式図である。
【００６３】
＜ハードコート層用組成物（１）＞
・ペンタエリスリトールトリアクリレート　　　　　　　５０部
（日本化薬社製、ＫＡＹＡＲＡＤ－ＰＥＴ－３０）
・光重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部
（ＢＡＳＦ社製、イルガキュア１８４）
・シリコーン系レベリング剤　　　　　　　　　　　　０．１部
（大日精化工業社製、セイカビーム１０－２８、固形分１０％）
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・メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　６０部
・シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　１５部
【００６４】
＜透明層（高屈折率層）用組成物（２）＞
・ペンタエリスリトールトリアクリレート　　　　　　　１０部
（日本化薬社製、ＫＡＹＡＲＡＤ－ＰＥＴ－３０）
・光重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７部
（ＢＡＳＦ社製、イルガキュア１２７）
・シリコーン系レベリング剤　　　　　　　　　　　　０．３部
（大日精化工業社製、セイカビーム１０－２８、固形分１０％）
・微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
（平均粒子径１５０ｎｍの凝集体、固形分３０％）
（ＣＩＫナノテック社製、ＳＩＲＭＩＢＫ－Ｈ８４）
（凝集体を構成する微粒子の平均一次粒子径３０ｎｍ、凝集体の平均粒子径は１５０nm）
・高屈折率粒子（酸化ジルコニウム）　　　　　　　　　５０部
（住友大阪セメント社製、ＭＺ－２３０Ｘ、固形分３２．５％）
（平均粒子径：２５ｎｍ）
・メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　５００部
・シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　５００部
【００６５】
＜透明層（低屈折率層）用組成物（３）＞
・ペンタエリスリトールトリアクリレート　　　　　　　　５部
（日本化薬社製、ＫＡＹＡＲＡＤ－ＰＥＴ－３０）
・光重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
（ＢＡＳＦ社製、イルガキュア１２７）
・シリコーン系レベリング剤　　　　　　　　　　　　０．２部
（大日精化工業社製、セイカビーム１０－２８、固形分１０％）
・低屈折率粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７部
（日産化学工業社製、ＭＩＢＫ－ＳＴ、固形分３０％）
（平均粒子径１０～１５ｎｍ）
・メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　１０００部
・シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部
【００６６】
（実施例２～４）
　実施例１において、端部の幅を１、１０、５０ｍｍに代えた以外は、実施例１と同様に
して機能性フィルムを作製した。端部及び端部以外の表面のＲａ、また、貼り付き防止性
についての評価結果を表１に示す。
【００６７】
（比較例１）
　実施例１において、端部を設けない以外は、実施例１と同様にして機能性フィルムを作
製した。表面のＲａ（測定範囲：０．１２ｍｍ×０．１２ｍｍ）、また、貼り付き防止性
についての評価結果を表１に示す。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
　表１より、本発明の実施例１～４の機能性フィルムは、端部のない比較例１に比べ、貼
り付き防止性が良好で、ブロッキング防止効果を奏することが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明の機能性フィルムは、静電容量式タッチパネルの品質の優れた構成部材として好
適に使用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
１：透明基材フィルム
２，２ａ，２ｂ：プライマー層
３，３ａ，３ｂ：ハードコート層
４，４ａ，４ｂ：透明層（高屈折率層）
５，５ａ，５ｂ：透明層（低屈折率層）
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６，６ａ，６ｂ：導電層
１０，２０：機能性フィルム
１１：微粒子により隆起した部位（端部）
１２：微粒子により隆起した部位（端部以外）
３０：多色インライン型塗膜形成装置
３１ａ：第１のユニット，３１ｂ：第２のユニット，３１ｃ：第３のユニット
３２：巻き出しローラー
３３ａ：第１の塗工部，３３ｂ：第２の塗工部，３３ｃ：第３の塗工部
３４ａ：第１の乾燥部，３４ｂ：第２の乾燥部，３４ｃ：第３の乾燥部
３５ａ：第１の硬化部，３５ｂ：第２の硬化部，３５ｃ：第３の硬化部
３６：巻き取りローラー
４１ａ：透明基材フィルム
４１ｂ：ロール状光機能性フィルム
４３：第１層目の透明層
４４：第２層目の透明層（微粒子を含む透明層）
４５：第３層目の透明層
４６ａ，４６ｂ：微粒子を含む透明層の端部の塗工領域（幅）
４６ｃ：微粒子を含む透明層の端部以外の塗工領域（幅）
４７：ロール芯部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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